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#12-48 

【１１月２４日～１１月３０日】 

〔ウクライナの報道をもとに作成〕 

平成２４年１２月４日 

在ウクライナ大使館 

 

Ａ．主な動き 

 

１．内政 

▼最高会議選挙後の動き 

・２５日、シモネンコ共産党党首は、同党は新議会において他

党と協力する意向はない旨表明。 

・２６日、ルィバク地域党第一副党首は、同党は１１月２８日ま

でに最高会議における多数派形成のための交渉を終える見

込みである旨発言。 

・２８日、最高会議準備部会は、新議会を１２月１２日に召集す

る旨決定。 

・２８日及び３０日、統合野党「バチキフシナ」は、第１４小選挙

区（ヴィンニツァ州）及び第９４小選挙区（キエフ州）の選挙結

果が確定されないことを不服とし、欧州人権裁判所に提訴。 

・３０日、野党議員３名は、議会における代理投票を禁止する

ことを目的とした最高会議規則の改正案を最高会議に提出。 

▼大統領の動き 

・２６日、ヤヌコーヴィチ大統領は、首相任命及び組閣人事は

最高会議多数派が形成された後となるであろう旨発言。 

・２７日、ヤヌコーヴィチ大統領は、６日に最高会議で採択さ

れた国民投票による憲法改正及び新憲法の採択手続等を

規定する「全ウクライナ国民投票に関する」法律に署名。同

日、ヤツェニューク統合野党「バチキフシナ」評議会議長は、

同法律はヤヌコーヴィチ大統領による恣意的な新憲法導入

の試みである旨批判。一方、３０日、ラヴリノヴィチ法相は、

国民投票で憲法改正を行うことに何ら問題はない旨反論。 

・２９日、ヤヌコーヴィチ大統領は、２２日に最高会議において

採択されたＩＣ旅券の導入に関する法律に署名。 

▼その他 

・２６日、イヴァシチェンコ前国防相代行の弁護人は、高等特

別裁判所が権限逸脱による同元国防相代行に対する有罪

判決の上告審の実施日を１月１５日とする通知を受領した旨

発表。 

２．経済 

▼マクロ経済 

・２６日、財務省は、２０１２年１０月末時点の国家債務が対前

月比０．６％減の６１６億７，５００万ドルになった、これはスタ

ンドバイ合意の下でのＩＭＦに対する債務のうち、２９億フリ

ヴニャを返済したことが国家債務の減少に大いに貢献した

旨報告。 

・２７日、アザーロフ首相は、本年のＧＤＰ成長率見通しに関

して、当初の目標は３．５％であったが、０％になるかもしれ

ない、その原因としては、ウクライナの伝統的な輸出製品の

価格下落、それらへの需要の減少、穀物の収穫減少による

ものである旨発言。 

・２７日、経済発展・貿易省と独立した専門家との間でのマク

ロ経済指標予測に関する共通の見方としては、ＧＤＰ成長率

は２０１２年が１％を下回る値、２０１３年が２．９％、インフレ率

は２０１２年が２．３％、２０１３年が６．９％、２０１３年の平均の

為替相場は８．５５フリヴニャと予測（最大の予測値は９．５フ

リヴニャ）。 

・２８日、マクシュータ経済発展・貿易省第一次官は、閣僚会

議が２０１３年マクロ経済見通しを承認、それによれば２０１３

年のＧＤＰ成長率は３．４％、インフレ率は４．８％である旨報

告。 

▼財政・金融 

・２７日、ポロシェンコ経済発展・貿易相は、国家予算の歳入

計画は本年中には達成しないであろう、１０月に見られた輸

出製品の急激な価格下落が歳入を低い水準とさせる要因に

なった旨発言。 

・２７日、中央銀行は、個人、居住者あるいは非居住者を対

象に、海外より一月当たり１５万フリヴニャ相当以上の外貨が

送金される際には、クライアントの要請に関係なく、超過分

が強制的にフリヴニャに換金される旨発表。関連の最高会

議決議は１１月１６日に採択され、本措置は１１月２７日に発

効し、２０１３年５月２９日までの時限措置。 

・２９日、中央銀行関係者は、１５万フリヴニャ相当を超える外

貨の売却に１５％の税を課す法案の採択を重視しており、同

法案は再び議会に提出され、時間を置くことなく採択される

だろう旨発言。 

▼ＩＭＦ 

・３０日、アザーロフ首相は、ＩＭＦとの協力プログラムが本年

末に終了するが、ＩＭＦミッションが新協力プログラムの協議

のため１２月６日よりウクライナを訪問する旨発言。同日、ライ

スＩＭＦ外交関係局長は、ウクライナ政府がＩＭＦとの協力プ

ログラムの再開に関心を有しているが、特別な手順や条件

はまだ議論されていない旨発言。 

▼農業 

・２８日、ビシューク農業政策・食料省第一次官は、我々は今

年、既に５５０万トンの小麦を輸出し現在も輸出を続けている、

穀物在庫は輸出を続けるのに十分な量がある旨発言。 

・２９日、ビシューク農業政策・食料省第一次官は、韓国との

農業分野での協力に関心を持っている、今穀物市場年にお

いて韓国に１００万トンの小麦を輸出した旨発言。 

▼ウクライナのＷＴＯ譲許表修正問題 

・２７日、アザーロフ首相は、我々は交渉を続けている、譲許
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表修正はＷＴＯ関連協定上認められた権利であり、我々は

この権利を行使しているにすぎない旨発言。 

・３０日、アザーロフ首相は、ウクライナの行動はＷＴＯ関連

協定で定められた全ての必要な手続きを満たしている、

我々は国内市場を守るための手段を講じる権利を有してい

る旨発言。 

▼ガス問題 

・２６日、ボイコ・エネルギー・石炭産業相は、モスクワにおい

てミレル・ガスプロム社長と会談し、ロシア産天然ガスのウク

ライナ及び欧州への供給問題等に関し協議。ボイコ大臣は、

ロシア産ガスの購入量を２０１３年は１８０億立方メートルまで

削減する意向を伝達。 

・２６日、アザーロフ首相は、同日着工となったオデッサ州に

おけるＬＮＧターミナル建設に関しウクライナのエネルギー

安全保障における重要な一歩である旨発言。カシキフ国家

投資・国家プロジェクト管理庁長官は、ＬＮＧターミナルから

輸入されるガスはロシア産ガスより２０％は安価となるであろ

う旨発言。 

▼その他 

・２６日、国営企業「チェルノブイリ発電所」は、新シェルター

のアーチの最初の部分が完成した旨報告。今回、完成した

部分のアーチの重量は５，３００トンであり、アーチの他の２

つの部分は今後、建設される予定。 

３．外政 

▼ヤヌコーヴィチ大統領のアラブ首長国連邦訪問 

・２５、２６両日、ヤヌコーヴィチ大統領は、アラブ首長国連邦

を訪問し、アブダビにおいてハリーファ大統領と会談。両大

統領は、貿易・経済、防衛、エネルギー及び宇宙分野におけ

る協力の発展、ハイレベル相互訪問の必要性等に関し協議

し、法務、航空及び教育・スポーツ分野に関する両国間協定

の署名式に臨席。 

・２６日、ヤヌコーヴィチ大統領は、ウクライナ・アラブ首長国

連邦・ビジネスフォーラムに出席し、ウクライナは太陽光及び

風力発電所のアラブ首長国連邦内への建設を提案した旨発

言。 

・２７日、ヤヌコーヴィチ大統領とハリーファ大統領は、共同声

明を発出し、在ウクライナ・アラブ首長国連邦大使館開設に関

し発表。 

▼ヤヌコーヴィチ大統領のカタール訪問 

・２７日、ヤヌコーヴィチ大統領は、カタールを訪問し、ドーハ

においてハマド首長と会談。両首脳は、経済協力に関し協議

し、経済、貿易及び技術協力政府間委員会の活動の開始及

びウクライナ・カタール・ビジネスフォーラムの重要性を強調。 

・２７日、ヤヌコーヴィチ大統領は、ハマド・ビン・ジャーシム首

相兼外相と会談し、農業、エネルギー、鉄鋼及び航空分野に

おける協力の展望に関し協議。 

・２８日、ヤヌコーヴィチ大統領は、ウクライナ国家計画のプレ

ゼンテーション（於ドーハ）に出席し、サッカー選手権開催準

備におけるカタールとの協力の必要性、カタールからのガス

供給の見通し等に関し発言。 

▼アザーロフ首相のノルウェー訪問 

・２９日、アザーロフ首相はノルウェーを訪問し、同国エネル

ギー関係者との会合において、ウクライナは短期間で自国

産石油・ガスの生産量増加に成功したノルウェーの経験に

関心がある旨発言。これに対しノルウェー側代表者は、同国

はウクライナの石油・ガス部門の発展への協力の用意があ

るとし、そのために魅力的投資条件、透明で予測可能な市

場が確認される必要がある旨発言。 

・同日、アザーロフ首相は、ハラルド５世国王と会談し、同国

王のウクライナ公式訪問を招請するヤヌコーヴィチ大統領の

書簡を伝達し、同国王はこれを受託。 

・３０日、アザーロフ首相は、ウクライナ・ノルウェー・ビジネス

フォーラムに出席し、両国貿易高は数年後には１０倍に増加

するであろう、また、ウクライナは今後５～１０年で３００億立

方メートルのシェールガスの採掘を目指している旨発言。 

・３０日、アザーロフ首相は、ストルテンベルグ首相との会談

において両国関係の活性化等に関し協議。ストルテンベル

グ首相は、ガス分野におけるウクライナとの協力（ウクライナ

への輸出及びウクライナの貯蔵・輸送施設の近代化）の活性

化に関心がある旨発言。会談後、アザーロフ首相は、ウクラ

イナとノルウェーはチェルノブイリ原子力発電所の新石棺建

設へのノルウェーの参加を盛り込んだ原子力・放射線の安

全分野における両国協力に関する協定を締結した旨発表。 

・３０日、アザーロフ首相は、アイデ外相と会談し、２０１３年Ｏ

ＳＣＥ議長国としてのウクライナの優先課題、ウクライナ・ＮＡ

ＴＯ関係及び軍事改革分野における両国協力に関し協議。 

▼その他 

・２６日、ポロシェンコ経済発展・貿易相は、年末までにＥＵと

の深化した包括的自由貿易圏創設協定署名のための技術

的プロセスは終了するであろう旨発言。 

・２７日、サーカシヴィリ・グルジア大統領は、出版社主催の

キエフにおける会議に出席し、ウクライナの参加なしにＥＵ

は完全なものとはなりえない旨発言。 

・２９日、フィーレ拡大・近隣政策担当欧州委員は、ストックホ

ルムでの東方パートナーシップに関するフォーラムにおい

て、ウクライナ・ＥＵ間の深化した包括的ＦＴＡを含む連合協

定は２０１３年秋の東方パートナーシップ・サミットで署名され

る可能性がある旨発言。 

４．防衛 

・２８日、ＣＩＳ８カ国は、防空軍及び空軍による共同防空指揮

所演習をロシア航空宇宙防衛軍指揮所において開始、領空

侵犯の防止、相互運用性の向上等が目的。 

・２９日、ザマナ参謀総長は、駐ウクライナ武官団と会合、２０１

２年のウクライナ軍の実績、軍改革、将来的展望、今後の活

動等を説明。 



ウクライナ週報１２-４８ 

 

- 3 - 

（了） 


